
第 11回教育委員会会議 

令和５年８月１日 

午 後 ３ 時 3 0 分 

本庁舎屋上会議室 

案 件 

議案第71号 東桃谷小学校と勝山小学校の学校再編整備計画の策定について 
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東桃谷小学校・勝山小学校 学校再編整備計画 

教育環境の確保及び教育活動の充実を目的とした学校配置の適正化を推進するため、次のとおり

東桃谷小学校及び勝山小学校における学校再編整備計画を策定する。 

記 

１ 学校再編整備の対象校等 

⑴ 適正配置対象校

・ 東桃谷小学校

・ 勝山小学校

⑵ 適正配置関係校

・ 義務教育学校生野未来学園

２ 適正配置対象校の学級数の規模を適正化する方法 

    東桃谷小学校と勝山小学校を統合する。 

    ただし、勝山小学校の通学区域の一部（生野西 1 丁目、２丁目、４丁目 14 番）について

は義務教育学校生野未来学園の通学区域に変更する。（別紙１参照） 

３ 学校再編整備の実施に伴う就学校の指定の変更等 

⑴ 学校再編整備の実施の前年度の３月に勝山小学校の第 1 学年から第 5 学年までに在籍して

いる児童については、令和８年４月の学校再編整備の実施時に限り、統合後の小学校又は義

務教育学校生野未来学園に就学校の指定を変更できるものとする。

⑵ 勝山小学校の通学区域の変更に伴い、桃谷中学校の通学区域の一部を義務教育学校生野

未来学園の通学区域に変更するが、学校再編整備の実施の前年度の３月に桃谷中学校に在

籍している生徒については、卒業までの間、教育的配慮から現に在学する就学校のままとする。

⑶ 勝山小学校並びに桃谷中学校の通学区域のうち義務教育学校生野未来学園の通学区域に

変更する区域（生野西 1 丁目、２丁目、４丁目 14 番）については、平成 25 年 4 月 2 日

生まれから令和 8 年 4 月 1 日生まれまでの児童・未就学児が満 13 歳になるまでの間（小学

校は令和 14 年度入学まで、中学校は令和 20 年度入学まで）に限り調整区域とし、統合後

の小学校並びに桃谷中学校を調整校とする。

４ 実施時期 

    令和 8 年４月 
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５ 学校施設の整備計画 

⑴ 東桃谷小学校の校地を活用

大阪市生野区勝山北３丁目 

⑵ 既存施設の改修工事

６ 学校再編整備後の通学路と安全対策 

別紙 2 のとおり 

７ 適正配置対象校等の学級数及び児童生徒数の推移並びに学校再編整備後の見込み 

別紙 3 のとおり 
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別紙１ 

通学区域について 

勝山小学校区 

統合後の小学校区 

生野未来学園校区 

もと 

もと 

もと 

もと 

もと 
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学校再編整備後の通学路と安全対策 別紙２
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当該学校の児童数の推移・見込み 別紙３ 

（１）東桃谷小学校について

・令和４年度は児童数２３５人９学級。今後も児童数が減少する見込み

※令和４年５月１日現在。児童数は特別支援学級児童を含む。学級数は特別支援学級を含まない。以下同じ。

年度 児童数 学級数 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

令和４年度 ２３５人 ９学級 ４７人 ３７人 ３３人 ３８人 ３６人 ４４人 

令和５年度 ２２８人 ９学級 ３６人 ４７人 ３８人 ３３人 ３８人 ３６人 

令和６年度 ２２３人 ９学級 ２８人 ３６人 ４９人 ３９人 ３３人 ３８人 

令和７年度 ２２１人 ９学級 ３４人 ２８人 ３７人 ５０人 ３９人 ３３人 

令和８年度 ２３０人 10 学級 ４０人 ３４人 ２９人 ３８人 ５０人 ３９人 

令和９年度 ２２５人 ９学級 ３３人 ４０人 ３５人 ２９人 ３８人 ５０人 

令和 10 年度 ２２３人 ９学級 ４７人 ３３人 ４１人 ３５人 ２９人 ３８人 

（２）勝山小学校について

・令和４年度は児童数１８９人７学級。今後も児童数はほぼ横ばい。

年度 児童数 学級数 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

令和４年度 １８９人 ７学級 ２６人 ２３人 ３３人 ３０人 ２９人 ４８人 

令和５年度 １７４人 ６学級 ３３人 ２６人 ２３人 ３３人 ３０人 ２９人 

令和６年度 １８５人 ７学級 ４０人 ３３人 ２６人 ２３人 ３３人 ３０人 

令和７年度 １８４人 ７学級 ２９人 ４０人 ３３人 ２６人 ２３人 ３３人 

令和８年度 １８２人 ７学級 ３１人 ２９人 ４０人 ３３人 ２６人 ２３人 

令和９年度 １９７人 ８学級 ３８人 ３１人 ２９人 ４０人 ３３人 ２６人 

令和 10 年度 １９６人 ８学級 ２５人 ３８人 ３１人 ２９人 ４０人 ３３人 

（３）義務教育学校生野未来学園（前期課程）について

・令和４年度は児童数５５１人１５学級。

年度 児童数 学級数 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

令和４年度 ５５１人 １５学級 ９６人 ８７人 １０４人 ８８人 ９３人 ８３人 

令和５年度 ５３８人 １８学級 ７２人 ９５人 ８８人 １０３人 ８８人 ９２人 

令和６年度 ５４６人 １８学級 １０２人 ７１人 ９６人 ８７人 １０３人 ８７人 

令和７年度 ５４６人 １８学級 ９０人 １０１人 ７１人 ９５人 ８７人 １０２人 

令和８年度 ５２７人 １７学級 ８５人 ８９人 １０２人 ７０人 ９５人 ８６人 

令和９年度 ５３５人 １７学級 ９６人 ８４人 ９０人 １０１人 ７０人 ９４人 

令和 10 年度 ５３２人 １７学級 ９３人 ９５人 ８５人 ８９人 １０１人 ６９人 
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（４）勝山小学校の一部を東桃谷小学校へ学校再編整備した後の児童数・学級数の見込み

・学校再編整備時の令和８年度には、児童数３１５人の１２学級になる見込み

年度 児童数 学級数 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

令和８年度 ３１５人 １２学級 ５２人 ４６人 ５１人 ５４人 ６２人 ５０人 

令和９年度 ３１１人 １２学級 ４６人 ５２人 ４６人 ５１人 ５４人 ６２人 

令和 10 年度 ２９２人 １２学級 ４３人 ４６人 ５２人 ４６人 ５１人 ５４人 

（５）勝山小学校の一部を義務教育学校生野未来学園へ学校再編整備した後の児童数・学級数

の見込み 

・学校再編整備時の令和８年度には、児童数５６９人の１９学級になる見込み

年度 児童数 学級数 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

令和８年度 ５６９人 １９学級 ８７人 ９４人 １０９人 ８０人 １０３人 ９６人 

令和９年度 ５７４人 １９学級 １０１人 ８７人 ９４人 １０９人 ８０人 １０３人 

令和 10 年度 ５６８人 １９学級 ９７人 １０１人 ８７人 ９４人 １０９人 ８０人 
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大阪市立学校活性化条例(抜粋) 

（小学校の学級数の適正規模の確保） 

第16条 教育委員会は、小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）の学級数の規

模を適正規模（児童の良好な教育環境の確保及び教育活動の充実を図るために望ましい小学

校の学級数の規模をいう。以下同じ。）にするよう努めなければならない。 

２ 適正規模は、学級数が12から24までであることとする。 

３ 教育委員会は、前項に定める学級数を変更するためにこの条例を改正しようとするとき

は、あらかじめ大阪市学校適正配置審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 教育委員会は、学級数の規模が適正規模を下回る小学校であって今後も適正規模となる見

込みがないと認めるもの（以下「適正配置対象校」という。）について、統合又は通学区域

の変更によりその学級数の規模を適正規模にするための計画（以下「学校再編整備計画」と

いう。）を策定しなければならない。 

５ 学校再編整備計画には、計画の実施時期、実施後の小学校の所在地その他教育委員会規則

で定める事項を記載するものとし、その内容は、適正配置対象校の学級数の規模が適正かつ

円滑に適正規模となることができるものでなければならない。 

６ 教育委員会は、学校再編整備計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

７ 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、前項の規定により公表した学校再

編整備計画の内容その他教育委員会規則で定める事項について、保護者等の意見を聴かなけ

ればならない。 

８ 前２項の規定は、学校再編整備計画の変更について準用する。 

8



大阪市立小学校の適正規模の確保に関する規則(抜粋) 

（学校再編整備計画） 

第４条 条例第16条第５項の教育委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 適正配置対象校及び適正配置関係校の学級数及び児童数の推移並びに今後の見込み

(2) 適正配置対象校の学級数の規模を適正規模にするための方法

(3) 学校再編整備計画実施のための学校施設の整備計画

(4) 学校再編整備計画実施後の学校の通学路及び通学路の安全対策

(5) その他必要な事項

（学校再編整備計画の策定） 

第５条 教育委員会は、あらかじめ適正配置対象校の所在する区の区担当教育次長が作成した

学校再編整備計画案をもとに、学校再編整備計画を策定する。 

２ 学校再編整備計画における、当該計画実施後の学校への通学距離は、原則として、２キロ

メートル以内とする。

３ 適正配置対象校との統合の相手方となる学校又は適正配置対象校の通学区域の変更と併せ

て通学区域を変更する学校は、原則として、当該適正配置対象校の通学区域と共通する通学

区域を有する中学校（本市が設置する学校教育法第１条に規定する中学校及び義務教育学校

の後期課程をいう。）の通学区域内にあり、かつ当該適正配置対象校と通学区域が隣接して

いる学校とする。 

４ 学校の統合を実施する場合の学校再編整備計画において、当該計画実施後の学校は、適正

配置関係校と統合する場合にあっては、適正配置関係校の所在地に、適正配置対象校と統合

する場合にあっては、統合するいずれかの適正配置対象校の所在地に設置するものとする。

ただし、必要な学校施設の整備が困難な場合等、やむを得ないと認められる場合はこの限り

でない。 

５ 第３条第１号から第５号までに区分される適正配置対象校の学校再編整備計画は、学校施

設の整備計画等を勘案した最短の時期の実施となるように策定しなければならない。ただ

し、教育委員会が特別の事由があると認める場合はこの限りでない。 

６ 第３条第６号に区分される適正配置対象校の学校再編整備計画は、学級数及び児童数の推

移を十分に考慮して、適切な時期に策定するものとする。 
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